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年　　月　　日

　　　　様
北見市長　　　　　　　印

業務管理体制の整備について（命令）

　介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の34第1項の規定に基づき、　　年　　月　　日付け　　第　　号で勧告したところ、正当な理由なく同勧告に係る措置が取られていないと認められるので、同条第3項の規定に基づき、下記のとおり改善を命令します。
　また、この改善命令については、同条第4項の規定に基づき、その旨を公示することを申し添えます。

記

1　事業者名

2　命令事項

3　改善期限　　　年　　月　　日

4　改善報告書の提出
　(1)　この命令に係る改善報告書を作成し、改善状況を確認できる資料を添付してください。
　(2)　提出期限　　　年　　月　　日

教示
1　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北見市長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、北見市を被告として（訴訟において北見市を代表する者は北見市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
3　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
